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レコード検閲官の真実 

昨年８月発行の書窓 404号（「平和」への第一歩）では、図書や雑誌といった出版物に対す

る「検閲」について触れました。検閲とは、政府などの公権力が雑誌や新聞、図書、放送など

の内容を審査し、不適切と見なされた場合、その発表を制限する行為です。戦時中の日本で

は、自由に「言いたいことが言えず」「読みたいものが読めない」状況が蔓延していました。

そのため、音楽やレコードも厳しい検閲を受けていたのではないかと思われるかもしれませ

ん。しかし、今回紹介する『幻のレコード 検閲と発禁の「昭和」』（著：毛利眞人）では、従

来の戦前のレコード検閲に対する見解に新たな視点を提供しています。 

昭和初期には、レコードの取り締まりの根拠となる法律が存在しておらず、不適切なレコ

ードに対しては内務省が発売禁止を命じたものの、実際の処分は発売から数年後に行われる

ケースが多くありました。しかも発売禁止の対象はレコードそのものではなく、レコードに

付随する台詞や歌詞カードに対して出版法が適用されるにとどまりました。その後、昭和９

（1934）年に出版法が改正され、レコード検閲は昭和 20（1945）年の終戦時まで行われまし

た。淡谷のり子さんの「別れのブルース」などの昭和歌謡が発売禁止とされていましたが、実

はそのような事実はなく、どれも後世のイメージで“発禁”にされたものでした。さらに、複

数の検閲官が検閲に関わっていたと考えられていましたが、実際には内務省の“クラシック

音楽愛好家”として知られる小川近五郎検閲官が“ほぼ一人”で担当していたというのです。

つまり、レコードの運命は一人の人物の趣味嗜好によって左右されていたのです。 

小川検閲官は、「流行歌は社会の風潮を反映しており、大衆にとって不可欠なものである」

と考え、過度なレコード規制に反対していました。クラシックからジャズ、ポピュラー音楽、

さらには流行歌や童謡、漫談に至るまで幅広いジャンルの審査を小川検閲官が一手に引き受

けていたため、そこには彼の趣味嗜好が検閲にも大きく影響する“危うさ”と同時に彼の音楽

に対する“情熱”と“幅広さ”も感じられます。昭和 18（1943）年、軍がレコード検閲に関

与し始めると、小川検閲官はその業務から外されました。それ以降、ジャズなどの敵性音楽は

完全に根絶されることはなかったものの、規制は一層厳しくなり、国

内の音楽文化への抑圧が強まっていきました。 

戦後、図書と同様にレコードの検閲が法的に禁止されると、音楽は

自由に表現されるようになりました。しかし本書では、現代において

も音楽業界や放送局が、適切か不適切かの判断が難しい作品に対し、

批判や反発を避けるために行う“自主規制”が結果的に“検閲と同様

の役割”を果たしていると指摘しています。さらには、誰もが意見を

言えるＳＮＳの普及により、その検閲の役割はもはや一般の人々に移

っている現状も見逃せません。それでも、戦時中とは異なる“現代の

検閲”の状況下であっても、素晴らしい音楽やアーティストがこれか

らも誕生し続けることを願わずにはいられません。 

図 書 室 だ よ り 
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今月の新刊（一般書） 

「書窓」第 1号 
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今月の新刊（児童書） 
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